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○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（抜粋） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動の

ための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維

持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住

民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実

現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷

の低減を図るための基盤となる地域における公共交通網（以下「地域

公共交通網」という。）の形成の促進の観点から地域公共交通の活性

化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑み、交通政策

基本法（平成二十五年法律第九十二号）の基本理念にのっとり、地方

公共団体による地域公共交通網形成計画の作成及び地域公共交通特定

事業の実施に関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑化を図るた

めの措置について定めることにより、持続可能な地域公共交通網の形

成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における

主体的な取組及び創意工夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた

地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
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（協議会） 

第六条 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、

地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため

の協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体 

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域

公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる

者 

三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その

他の当該地方公共団体が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定

する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならな

い。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除

き、当該通知に係る協議に応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はそ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

６ 主務大臣及び都道府県（第一項の規定により協議会を組織する都道

府県を除く。）は、地域公共交通網形成計画の作成が円滑に行われる

ように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることがで

きる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 


